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電動吸引式測定法

特定悪臭物質検知管

特定悪臭物質は、環境省告示でガスクロマト

グラフなど、複雑な機器を用いた測定が定め

られていました。しかし、規制地域が年々広

がる中、悪臭に対する苦情も増加の一途をた

どり、測定業務に当たる市町村では、機器や

専門技術者の確保、そして個々の苦情への対

応が困難になってきました。

検知管等の簡易測定法は、平成２年６月に環

境庁より「悪臭物質簡易測定マニュアル」が

通達されました。対象は、「アンモニア、硫

化水素、スチレン」の３物質に限定され、告

示による測定方法を補完する目的で事業場設

置者に対する指導やスクリーニングの手法と

して活用すべきとしています。各々、定めら

れた試料ガス採取方法にて採取し、測定を行

うこととなっています。

これら３物質の特定悪臭物質検知管は、５分

間の吸引時間にて測定を行うもので、他の検

知管と同様に専門知識を必要とせず、誰もが

簡単・迅速に行えます。しかも、その精度は

JIS K 0804に適合するものです。

物質名 検知管№ 測定範囲

アンモニア 3S 0.5～5ppm
硫化水素 4S 10～200ppb
スチレン 124S 0.2～4ppm

■特定悪臭物質検知管の仕様

※No.3S・4S・124Sは、仕様の流量で吸引可能な採取
装置をご使用下さい。

電動吸引式
検　知　管 テトラクロロエチレン Cl2C:CCl2

テトラクロロエチレンは酸化剤により塩化水素を生成し、指示薬は紫色を呈する。
Cl2C:CCl2 ＋ PbO2 ＋ H2SO4 → HCl
HCI ＋ 塩基 → 塩化物

反応原理

パーミエーションチューブ法

校正用ガス

Tetrachloroethylene
No.133P
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酸化剤（黒色） 除去剤（赤紫色） 

検知剤（黄色） 

検知限度：
変　　色：
温･湿度補正：
有効期限：

仕　　様

20 ～ 300μg/m3 300 ～ 720μg/m3

100 ml/min（3000ml） 100 ml/min（1500ml）
30 分 15 分

1 2.4

測定範囲
通気速度･流量
測定所要時間
係　　数

5μg/m3（3000ml）
黄色 → 紫色
温度
2年

干渉ガス

1,1,1-トリクロロエタン 影響しない 変色しない
1,2-ジクロロエチレン ＋ 紫色に変色
トリクロロエチレン ＋ 紫色に変色
トルエン，キシレン 影響しない 変色しない
塩化ビニル ＋ 紫色に変色
塩化水素，塩素 影響しない 変色しない

ガ　　ス　　名 共存濃度 干　　渉 単独の場合


